
１ 提出していただく書類
（１） 改葬許可申請書（改葬許可証との複写）
   ※ 集落共有地の墓地は、集落区⻑の署名と印鑑が必要です。
（２） 改葬先が確認できる書類の写し（使用許可証、受入証明書、契約書など）
（３） 免許証のコピー（本人確認のため）
（４） 別紙（遺骨が複数ある場合）
（５） 返信用封筒（お届け先記載、切⼿貼付） ※ 改葬許可証は、Ａ４紙１枚

２ 火葬場の使用（土葬の遺骨があり再火葬が必要な場合）
（１） 火葬場は午前中のみ使用可能で、９時頃までには入場していただきます。
   ※ 午後は火葬が入るため
（２） 火葬場の使用料は、7,000円〜になります。再火葬を要する遺骨が多量となる
   場合、火葬場の管理者が確認した後、使用料が確定します。
（３） 使用料は、納付書を発⾏しますので、納付書に現⾦を添えて役場会計窓⼝、ま
   たは、納付書記載の喜界町指定⾦融機関及び収納代理⾦融機関でお⽀払いくださ
   い。（⾦融機関：あまみ農業協同組合、⿅児島銀⾏、奄美⼤島信用⾦庫、奄美信
   用組合、九州内のゆうちょ銀⾏・郵便局〔沖縄県を除く〕）

３ 遺骨の機内持ち込みについて
（１） 機内に持ち込む際は、倒れない安定した容器に入れ、風呂敷や袋などで包んで
   ください。
（２） 保安検査場で反応が出た場合は、安全確認のため許可証を提示してください。
   ※ 上記については、ＪＡＬ及びＡＮＡホームページによるものです。他の航空
    会社の取扱いについては、利用する航空会社にお問い合わせください。

郵送で申請するお客様へ（裏⾯に記載例）

問い合わせ先

 喜界町役場住⺠課 ⽣活環境係
 〒891-6292
 ⿅児島県⼤島郡喜界町湾1746番地
 TEL:0997-65-3687  FAX:0997-65-1652



【記載例】

可能な限り記載ください。


